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令和６年第１４回甲賀市教育委員会（臨時会）会議録 

 

開催日時    令和６年１２月４日（水） 

        午後２時００分から午後２時２２分 

 

開催場所    甲賀市役所 ４階 教育委員会室 

  

出席委員    教育長      立岡 秀寿 

        教育長職務代理者 野口 喜代美 

        委 員      松山 顕子 

        委 員      藤田 浩二 

        委 員      池田 吉希 

 

事務局出席者  教育部長               柚口 浩幸 

        次長（社会教育担当）         前田 三嗣 

        次長（スポーツ担当）         福井 厚司 

        次長（学校教育担当）         小島 靖弘 

        教育総務課長             井上 大樹 

        学校教育課長             松岡 和子 

        教育総務課長補佐           望月 一美 

書記      教育総務課係長            西川 蓉子 

 

傍聴者     ０名 
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議決・報告事項は次のとおりである。 

１．協議事項 

（１）議案第８９号 令和６年第５回甲賀市議会定例会（１２月）追加提出議案に

係る教育委員会の意見聴取について 

 

 

◎教育委員会会議 

   〔開会 午後２時００分〕 

 

教育総務課長補佐 改めまして、皆さんこんにちは。本日は何かとご多用の中お集

まりいただきましてありがとうございます。 

 ただ今から、令和６年第１４回甲賀市教育委員会臨時会を開会いた

します。まず始めに甲賀市市民憲章の唱和を行います。皆様ご起立く

ださい。 

（一同 市民憲章唱和） 

教育総務課長補佐 ありがとうございました。ご着席ください。 

 それでは、開会にあたりまして立岡教育長からご挨拶を賜り、引き

続きまして議事の進行をお願いいたします。 

教育長    今年も３ヶ月、秋の天候は予想通り、今また気温は史上最高観測史

上最高となりました。昨年に比べて１．９７度も上昇しています。２

度も平均気温が高く、３年連続で記録を更新していますし、上昇の幅

も、一昨年は１．３９度、２年前は０．９０度と、だんだん上がる幅

まで上昇しているという状況でございます。 

 一方、信楽では、昨日も最低気温はマイナスでした。日中１８度ほ

どの気温差で、紅葉もまるで責め立てられるように、一気に赤くなり

すぐに枯れていっているような状況があります。 

 本日は急な開催となって申し訳ないのですが、第１４回甲賀市教育

委員会臨時会を開会させていただきます。 

 開会にあたって一言ごあいさつを申し上げます。 

 今日は、利川市との交流の報告を行いたいと思っております。 
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 ご承知のように、１１月３０日から本日まで、韓国の利川市と中学

生の国際交流事業を行っておりました。お互いの渡航を含めた交流は

２０１６年から途絶えていたので、８年ぶりです。 

 甲賀市の子どもたちは、自分が訪問したときに得られたすばらしい

体験を、今度はしっかりと伝えて韓国へ持って帰ってもらおうと、受

け入れるときから家族を挙げて歓迎をいただきました。 

 引率の先生方や事務局の綿密な計画のおかげで、今朝帰途について、

無事に飛行機に乗るという連絡をいただいたところです。 

 昨日のフェアウェルパーティーでは、利川市の中学生からは、甲賀

市の活動は言うまでもなく、彦根、京都、奈良などを訪れた感激、先

ほども岡山城が話題になっていましたが、城の見学や着物での活動、

神社の参拝、カラオケやプリクラなど多くの体験を振り返っていまし

た。 

 食の話では、焼肉、焼き鳥、ハンバーグから、幻想的な寿司、感動

的な天丼というそんな言葉が出てまいりました。やはりホストのお母

さんが作られた料理のおいしさをみんなが話していました。さらに、

５日間の生活におけるものだけでない、感謝の心や親切、安心や気配

り、温かさで幸せな時間が過ごせたと話していました。ホストの生徒

たちも、今後の再会をもう約束する生徒や、将来、韓国で日本語を指

導する仕事に就きたいと大きな夢を語ってくれた生徒もいました。 

 さらに、今朝、教育委員会への訪問時に、甲賀市の生徒に向けたメ

ッセージをお願いしたところ、挨拶を含めて非常に礼儀正しいところ、

親切なところ、積極的な交流態度などに感心したこと、体育の授業で

はコート４周を走るなど、非常にハードであるが、体力がしっかりつ

いている。それ故に困難な学習にもその力で取り組んでいけそうだと

いうようなことをお話しました。授業についても、数学など非常に丁

寧な説明と指導で、とてもよくわかる授業であり、自分があそこにい

て、そこで授業を受けていれば、早稲田大学にも入学できそうだとい

うような話をしていました。 

 また、校長先生からは、１千人を超える市内一の大規模校であり、
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１年生からの成績の積み上げによって、高校選択が決定されることか

ら、１日１日の学校生活を大切にする、規律ある態度が維持されてい

ると話されていました。 

 全校でわずか１名から２名の学校に行きづらい生徒や生徒指導の課

題を持つ生徒の在籍、その１名から２名という数、さらには、部活動

についても、基本的には放課後の学校外での活動となって、学習塾を

含め、課外の活動時間確保のために、宿題もほとんど出すことはない

という、余りにも異なった中学校の状況に驚きました。 

 また、校長先生が実際に滞在しての感想については、日本は古いも

のを修理したりしながら、大切に使用し続けていること。電車やバス、

自転車等で自力登校していること、向こうは車が並ぶそうです。学校

にはごみ 1 つない美しい環境が整えられていること、給食のメニュー

は派手さはないものの、素朴で、食べ残しが少なくなるような環境へ

配慮した食であること。また、特別支援の生徒への対応が手厚いこと

等に驚き、感心したと話されました。 

 その一方で、教職員の業務量の多さ、様々な大変な業務に伴う教員

の希望者の減少などには、同じ学校関係者として、心配をいただいて

いました。さらには、多忙な状況により、子どもへ寄り添い、支えて

いく時間が不足することが、学校へ行きづらい子どもの増加に繋がっ

ているのではないか。さらに多忙の最たる教頭の姿についても、ゆと

りを持って教員を支援し、教員の力になることで、その幸福感が教員

に増していく。そのために、韓国では、教頭の業務支援に各校１名か

ら２名の人的支援を行っていると話されました。 

 そして、教員の犠牲によって、世界に誇る教育で今の世界一の日本

を構築しているという言葉をいただきました。 

 これはうれしい言葉ではありますが、働き方改革や処遇や環境を整

えながら、犠牲ではなくて、教員の意欲、やる気によって、という言

葉が当てはまるような学校を目指す必要性を痛感しました。 

 以上報告といたします。 

 では本日は急遽対応し、委員の皆様の意見をいただかなければなら
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ない協議事項１件を予定しております。ご忌憚のない意見をお願いい

たしまして、開会の挨拶といたします。本日もどうぞよろしくお願い

いたします。 

教育長    それでは、議事に入る前に、本日の案件、１.協議事項（１）議案第

８９号 令和６年第５回甲賀市議会定例会（１２月）追加提出議案に

係る教育委員会の意見聴取については、現時点では、議会提出前にな

ることから、非公開とするべきと考えますが、非公開とすることにご

異議はございませんでしょうか。 

      （全委員 異議なし） 

教育長    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定に 

      基づき、３分の２以上の賛成を得ましたので、非公開とさせていただ 

      きます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。１．協議事項（１）議案

第８９号 令和６年第５回甲賀市議会定例会（１２月）追加提出議案

に係る教育委員会の意見聴取について、資料１に基づき説明をお願い

します。 

教育部長   それでは、資料１、議案第８９号令和６年第５回甲賀市議会定例会

１２月議会追加提出の議案１件に係る教育委員会の意見聴取について、

その提案理由を申し上げます。 

 本議案は、現在開会されている市議会定例会に追加提出する議案の

うち、教育に関する事務に係る議案について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育委員会の意見を求

めるものであります。 

 提出を予定しております議案については、「財産の取得につき議決を

求めることについて」であります。 

 資料１、議案第８９号及び別紙をご覧ください。 

 本件財産は、令和元年度に行われた小学校における教科書の採択替

えに伴い、教員が使用する教科書及び指導書で、令和２年３月３０日

に、本市の教科書取扱書店有限会社プレスト代表取締役山田 佳子と

２，０２４万２千８９０円で物品購入の契約を締結し、財産を取得し
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たものでありますが、本件については、本来議会議決を得たうえで契

約を行うべき案件でありながら、当時の職員の誤認識により議会の議

決を経ず契約を締結していたことが判明しましたことから、今回、本

契約を令和２年３月３０日にさかのぼって有効とすることについて、

追認の議会議決を求めるものであります。 

 原因としましては、市の条例では「議会の議決に付さなければなら

ない財産の取得又は処分は、予定価格２千万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い」と定められており、本議案の教科書及

び指導書についても、当然、動産であり、かつ予定価格も２千万円以

上の契約であるため、議会の議決の手続きが必要であったところを、

当時の職員の基本的な知識が不足していたとともに、事務処理の各段

階でも市役所の組織としてチェックが出来ていなかったことにより、

議会へ未提案となったものでございます。深くお詫び申しあげます。 

 今後、こうしたことが起こらないよう、教育委員会事務局と市長部

局が連携を図りながら、全職員に対する事案の周知や適正な事務処理

の徹底、また、契約事務手続きを進める際のチェック体制の改善を図

るなど、再発防止に努めてまいります。 

 以上、令和６年第５回甲賀市議会定例会（１２月）追加提出議案に

係る教育委員会の意見聴取についての説明とさせていただきます。 

 ご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申しあげます。 

教育長    ただ今、議案第８９号について説明を受けました。何かご質問等ご

ざいませんでしょうか。 

教育地用職務代理者 この条例っていうのはいつ成立していたんでしょうか 

教育部長   甲賀市合併の時です。 

教育長職務代理者 合併のときですか。大事なことですね。 

教育部長   今まではこの条例に基づいて、大きくは建設工事で１億５千万円以

上の契約については、議会に上程していますし、財産の取得、土地等

の不動産の取得についても条例に基づいて議会に上程しているのです

が、認識がなかったということでございます。 

教育長職務代理者 認識がなかったというか、組織として責任のあることだと位置
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づけがなかったということですよね。こういう事案っていうのは、最

近よくあちこちで起こっているとよく耳にするのですが、結構あるの

でしょうか。 

教育部長   この教科書の議決漏れについては、全国の自治体で数多くおこって

います。 

教育長    他にご質問等ございませんでしょうか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、議案第８９号について、決定することとしてご異議はご

ざいませんでしょうか。 

（全委員 異議なし） 

教育長    それでは、本案については、原案どおり決定いたします。 

教育長    それでは、以上をもちまして、令和６年第１４回甲賀市教育委員会

臨時会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

〔閉会 午後２時２２分〕 

 


